
阿智村地域おこし協力隊員活動規程（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、阿智村地域おこし協力隊員（以下「協力隊員」という。）の活動に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（任務の遂行） 

第２条 協力隊員は、この規程及びこの規程に付帯した諸規定を守り、誠実にその職務

を遂行しなければならない。 

（禁止行為） 

第３条 協力隊員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 地域おこし協力隊の名誉をき損し、又は利益を害すること。 

（２） 任務上知り得た秘密を他に漏らすこと。また、任務を退いた後も同様の行為を

すること。 

（３） 職務上必要がある場合のほか、みだりに地域おこし協力隊の名称又は協力隊員

の職名を使用すること。 

（４） 村長の許可を得ないで他の業務につくこと。 

（５） 地域おこし協力隊の秩序、任務規律及び信頼関係をみだすこと。 

（事故報告） 

第４条 協力隊員は、活動中に職務の遂行に関して事故が発生したときは、速やかにそ

の内容を村長に報告し、その指示を受けて処置しなければならない。 

（活動時間） 

第５条 協力隊員の活動時間は、午前 8時 30 分から午後 5時 15 分までとする。 

２ 村長は、任務の特殊性等から必要がある場合は、始業時間及び終業時間を変更する

ことができる。 

（活動を割り振らない日） 

第６条 次に掲げる日は、活動を割り振らない日（以下「週休日」という。）とする。 

（１） 日曜日及び土曜日 

２ 次に各号に掲げる日を休日とする。 

（１） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（２） １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

３ 前２項の休日には、業務上特に活動を命じられた者を除き、第５条に規定する勤務

時間においても勤務することを要しない。 

（週休日の振替え） 

第７条 村長は、週休日において業務上特に活動を命ずる必要がある場合の週休日の振

り替えは、阿智村職員の例による。 

（休日の代休日） 

第８条 村長は、休日に活動時間を割り振る場合の代休日の指定は、阿智村職員の例に

よる。 

（任務専念） 

第９条 協力隊員は、任務に専念しなければならない。 



 

（任務専念の免除） 

第１０条 協力隊員は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ村長の承認を得て、

その任務に専念する義務を免除されることができる。 

（１） 任務遂行に必要な研修を受ける場合 

（２） 公共の活動に従事する場合 

（３） 任務に必要な資格試験を受験する場合 

（４） その他特に村長が必要と認めた場合 

２ 任務に専念する義務の免除の承認を受けようとする者は、申請書を提出するものと

する。 

（年次休暇） 

第１１条 年次休暇の日数は、２０日/年とする。 

２ 年次休暇の取得に関する規定は、阿智村職員の例による。 

（任務旅行） 

第１２条 村長が任務遂行のために必要と認める出張は、阿智村職員の例による。 

（報酬） 

第１３条 協力隊員の報酬は、月額 160,000 円とする。 

（解任） 

第１４条 村長は、協力隊員がこの規定に著しく反した場合、協力隊員を解任すること

ができる。 

（損害賠償） 

第１５条 村長は、協力隊員が故意又は重大な過失により阿智村に損害を及ぼした場合

は、前条の規定のほか、情状により損害の全部又は一部を賠償させることができる。 

（災害補償） 

第１６条 災害補償は、関係法令等の定めるところによる。 

２ 前項に規定する災害補償は、災害補償に相当する給付が行われる場合には、村長は

補償の責を免れる。 

（ネットワーク会議の設置） 

第１７条 ネットワーク会議（仮称）を設置、メンバーは協力隊員の活動課題に応じ村

長が選任し、協力隊員の活動計画の立案、内容について協議を行う。 

（活動報告義務） 

第１８条 協力隊員は、活動の状況について、その概要を別に定める活動日誌に記録し

なければならない。 

２ 協力隊員は、ネットワーク会議においてその活動状況を報告しなければならない。 

（補則） 

第１９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長がその都度協力隊員と協議

して定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


